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第５回ハウスアダプテーション・フォーラム 

テーマ：「ハウスアダプテーションにおける自治体の役割再考―北九州方式に学ぶ身近で信頼で

る相談窓口―」 

開催日：2005 年 11 月 19 日 

会 場：建築会館会議室 

主 催：(財)住宅総合研究財団 

企 画：ハウスアダプテーション研究委員会／ハウスアダプテーション・コンクール審査委員会 

■ハウスアダプテーション研究委員会 

委員長  大原一興（横浜国立大学） 

委  員  池田誠（首都大学東京） 

太田貞司（神奈川県立保健福祉大学） 

横山勝樹（女子美術大学） 

■ハウスアダプテーション・コンクール審査委員会 

委員長 吉田紗栄子（（有）アトリエ・ユニ） 

委  員 池田誠（首都大学東京） 

           太田貞司（神奈川県立保健福祉大学） 

              大原一興（横浜国立大学） 

           横山勝樹（女子美術大学） 

           峰政克義（（財）住宅総合研究財団） 

 

＊所属はフォーラム開催当時のものです。
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第５回ハウスアダプテーション・フォーラム 
ハウスアダプテーションにおける自治体の役割再考 
―北九州方式に学ぶ身近で信頼できる相談窓口― 

 
 

 
趣旨説明 
 

住総研ハウスアダプテーション研究委員会委員 
池田誠（首都大学東京） 

 
今回のフォーラムのタイトルは、

「ハウスアダプテーションにおけ

る自治体の役割再考」です。副題

として、「北九州方式に学ぶ身近

で信頼できる相談窓口」というテ

ーマでディスカッションをしてい

ただければと思います。 

 この北九州というのは、並行し

て行われているハウスアダプテー

ション・コンクールで、私どもが

交通事故で重度の障害者になっ

た方のお宅に審査のために見学・

視察をさせていただきました。病

院で実際にいろいろな機能訓練等

を受けていたのですが、病院から

退院したときに、どのようにして

生活していけるのかということま

でを、実際には指導されていなか

ったのです。地域の窓口であるこ

の北九州市の役場に駆け込んだと

きに、これからどうしたらいいの

か、具体的にその住まいまでもど

のようにしたらよいかを提案され、

実際に家族が寄り添って生活して

いける環境まで整ったわけです。

そしてその障害をもった青年が、

デイサービスに通所することまで

も生活の中で組みこむことができ

るようになったということを体験

して、このハウスアダプテーショ

ンが実際に有効に活用されていく

ためには、地域のケアシステムと

いうものがうまく機能しないとい

けないだろうと考えたわけです。

実際の北九州方式といわれている

システムをもう少し詳しく検討し

ていくことが、これからの新しい 

時代のケアシステムの構築につな

がると考えて、今回のテーマとさ

せていただきました。 

 このような趣旨ですので、講師

の報告が行われた後のディスカッ

ションも積極的に参加していただ

けるように、よろしくお願いいた

します。以上で趣旨を終わらせて

いただきます。 
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講演 

ハウスアダプテーションにおける自治体の役割再考 
 

 

 
北九州市

■高齢化が進む北九州市 
北九州市からまいりました半田

と申します。私は昭和 49 年に北

九州市役所に入り、30 年ちょっ

とになりますが、色々な障害の方、

高齢の方にかかわってきた中で、

やはり住宅と家族が常に真ん中に

あるものというように受け止めて

きました。今日は私が普段考えて

いること、やっていることをご紹

介して、それが少しでもお役に立

てばいいなと思います。 

いま、北九州市は高齢化が非常

に進んでいる都市として全国から

も注目を浴びています。そもそも

北九州市には八幡製鉄所があり

ましたが、八幡製鉄所が移ったこ

ろから、高齢化の波がどっと押し

寄せてきました。今、平成１６年

の人口が 99 万 5,000 人。99 万

5,000 人のうち、高齢者人口は 21

万 1,695人で、高齢化率が21.3％

です。これは政令指定都市と呼ば

れる中では、すごく高齢化が進ん

でいる街といえます。 

 何とかしないと団塊の世代が

65 歳に突入したときには、とん

でもないことが起こるということ

で、高齢化社会対策が真剣に考え

られるようになりました。こんな

高齢者の多い街を支えるためには、

何か仕組みをつくらないと支えき

れないことから、北九州方式とい

うものを考えるようになりました。 

 
■地域福祉のネットワークづくり： 
① 総合化 
高齢化社会を考えるときに、北

九州市は考えました。まず地域づ

くりをするときのキーワードを３

つ決めました。「統合化」「市民本

位」「ネットワークづくり」の３

つです。 

 まず「総合化」ですが、皆さん

役所に対するイメージはどうです

か。よく言われるのが、縦割りと

たらい回し。縦割りは私も市役所

に入ったときには思いました。 

この縦割りでは高齢化社会は救え

ないので、まず縦割りをやめて横

の連携というものを考えなければ

いけない。それで組織の枠組みを

越えて、お互いに関連し合おうで

はないかという取組です。 

 具体的なものとしては、総合的

なサービス提供のために平成５年

10 月からいろいろな取組をして

います。そのうちの１つに、高齢

者をたらい回しにするのはやめよ

うと、「年長者相談コーナー」を

各区につくりました。年長者の相

談なら何でも受けるよと。ここに

は、ケースワーカーの主査と保健

師の主査を１人ずつ配置して、高

齢者の

をつく

年長

年４月

を合体

にしま

同年

元の保

生局を

とする

まいま

って、保

を進め

 年長

テージ

います

障害者

ーに来

らゆる

成11年

ＰＴ）

Ｔ）を

私が役

なかＰ

いただ

ビリの

かＯＴ

１人ず

 その

保健福

10 月に

は健康
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八幡東区役所 半田昭子 

方の総合相談という窓口

りました。 

者相談コーナーができた翌

には、保健所と福祉事務所

して、「保健福祉センター」

した。 

10 月には、保健所の統括

健局、福祉事務所の元の民

統合して、「保健福祉局」

など本庁の組織も変えてし

した。一緒にすることによ

健と福祉の統一的な行政

ていこうということです。 

者の中にかなりのパーセン

で障害者の方がいらっしゃ

し、年長者だけではなく、

の方も年長者相談コーナ

て、高齢と障害に関するあ

相談に対応できるよう、平

4月に理学療法士（以下、

か、作業療法士（以下、Ｏ

各区に配置しました。 

所に入職した当時は、なか

ＴとＯＴの違いがわかって

けず、どちらにしてもリハ

専門職ということで、ＰＴ

のどちらかが各区の窓口に

つ配置されました。 

後、総合化にむけて「総合

祉センター」が平成 11 年

小倉にできました。これ

づくりとか、リハビリテー



ションなどの専門的・技術的な拠

点です。 

さらに平成 12 年４月、介護保

険がスタートした年には、介護保

険に関する相談も含めて保健福祉

の総合的な相談に乗る体制として、

「保健福祉相談コーナー」を各区

の窓口につくりました。 

 そして平成12年10月に民間の

福祉活動の拠点として、「ウェル

戸畑」が建ちました。 

 行政各局もいままでは縦割りで

したが、お互いに協力して一緒に

事業を行っております。例えば建

築都市局と保健福祉局が一緒に

「すこやか住宅改造」事業をやっ

ておりますし、建設局、建築都市

局、経済文化局と保健福祉局が合

同で福祉機器展や、バリアフリー

の点検事業をやったりする、「バ

リアフリーウィーク」も行ってい

ます。 

 

■地域福祉のネットワークづくり： 

② 市民本位 

２つ目は「市民本位」。これが

いちばん大事なことではないかと

感じております。それぞれに応じ

たニーズを捉えながら、サービス

を提供しております。 

 先ほど言いました、保健福祉相

談コーナーでは健康を含めて介護

保険、高齢・障害に関するあらゆ

る相談を受けて、サービスを提供

しております。役所というのは基

本的に申請主義ですから、役所の

ほうへ来ていただいています。そ

れを一歩進めて、「困っている」

という電話があったら、ご家族が

いらっしゃる場合はわざわざ出向

きませんが、本当に来られない方

については、サービスをもって出

かけて行く「出前主義」を始めま

した。入院中であれば病院まで、

家にいらっしゃればご自宅まで出

向いて相談を受けるということも

行っております。 

 またサービスをその場で決定し

ないといけないような状況もある

わけです。困っていて本当に緊急

を要するときなどですが、そうい

う場合はその場でサービスを決め

てしまう。例えば、障害者の方が

１人で寝込んでいますと言った場

合にはそれこそ飛んで行って、お

話をうかがって、じゃあホームヘ

ルプで対応しましょうと、その場

でホームヘルプの決定をします。

じゃあ今からヘルパーさんの会社

と契約してください、すぐ私のほ

うは受給者証を出しますからとい

うことで、即決です。 

ですから、必要な人には出て行

ってサービスを決める。出て行っ

てサービスをその場で提供する手

配をするという、「出前主義」「即

決主義」というものを、市民本位

という立場からやっています。 

 

■地域福祉のネットワークづくり： 

③ネットワークづくり 

多分、今日のキーワードの１つ

が、ネットワークづくりというこ

とかなと思うのですが、北九州市

は高齢者の対策でも、障害者の対

策でも子どもの対策でもそうです

が、すべての市民が住み慣れた家

庭や地域で、安心して暮らしてい

けるようにということで、支援が

必要な人をお互いに支え合う仕組

みづくりを行っています。 

 市全体を小学校区、地域と区役

所の区レベル、それから市全体の

市レベルの３層に分けて、それぞ

れの立場で地域づくり、ネットワ

ークづくりをしております。また

北九州市は新日本製鉄等のいろ

いろな企業がボランティア活動を

含めて地域に根ざした活動をして

います。例えば新日本製鉄を辞め

た方が、ボランティアの団体をつ

くって地域の高齢者の送迎サービ

スをしたりとか、ちょっとした大

工仕事をしてあげたりとか、もと

もと住みついていらっしゃる所に

企業が一緒になって入り込んでい

るという活動が残っています。 

 またご近所の方たちの支援とい

うのも残っていますので、地域を

単位とした支え合いのネットワー

クが、ほかの大都市に比べると北

九州市の場合はまだまだ残ってい

るかなということを感じておりま

す。 

 

■理学療法士と作業療法士の配

置と役割 

ご存じのように、障害者自立支

援法が新聞等で報じられましたが、

介護保険制度が平成 12 年に始ま

り、障害者に関する制度が措置制

度から、平成 15 年に支援費制度

になり、来年 4月には自立支援法

がスタートします。いろいろな問

題が出てくるのですが、この障害

に関することだけでも窓口は大変

なのに、私どもの窓口は介護保険
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のことや高齢者に関すること、障

害者に関することも受ける役割を

担っているのです。 

私は昭和 49 年に北九州市に入

職して、更正相談所に配置されま

した。当時は PT１人、OT１人で

したが、今、PT か OT が各区に置

かれるようになったのは、身近な

ところで専門相談に応じることが

出来るようにという高齢化社会対

策の１つです。 

「寝たきりの人をつくる３倍、

起こすのに時間とお金がかかりま

す。それだったら各区に PT か OT

を１人置いて、『寝たきりをつく

らない。』私たちはそういう指導

をしますから置いてください」と

いうことで、モデル事業をしたり

してその結果、各区に１人ずつと

いうのが実現しました。 

 いま北九州市においてはＰＴ・

ＯＴが果たしている役割は、市レ

ベルにおいては企画・立案、専門

的・技術的支援、区レベルにおい

てはサービス提供、直接相談、決

定、障害者のケアマネジメント。

校区レベルでは、先ほど、地域に

出かけていきますといったような

活動をしております。 

 

■区役所の業務 

区役所を中心にお話させていた

だくと、窓口に相談に来られたら、

必要に応じて訪問します。窓口の

相談というのは、ご家族の方がい 

らっしゃった場合、本人が全然見

えないのです。それで本人を見に

家まで行きます。実際に見に行っ

て、何のサービスが必要かという

ことですね。役所の窓口に来られ

て、サービスが決められないとい

う時には、その斡旋・調整もお手

伝いさせていただきます。 

 意外に大変なのが、苦情です。

本当に日々、苦情への対応は胃が

痛くなる思いです。介護保険には

ケアマネジャーがいらっしゃいま

す。障害者の場合ケアマネジャー

はいないのです。これは国がその

ようにしてしまったのです。最初

は障害者のケアマネジャーという

資格をつくると言っていたのです

が、結果的にはつくらない。役所

の窓口がそれを行うということで、

いまは相談の中で、障害者のケア

マネジメントというものも必要に

応じてやっております。 

 相談の内容は、例えばホームヘ

ルプ、デイサービス、ショートス

テイ、障害手帳の相談、住宅改造

の相談、福祉用具の相談、法律相

談等。挙げればまだ出てきますが、

いろいろな相談を受けております。 

 

■住宅改造 

住宅改造は二つの制度があり、

一つが介護保険です。介護保険の

場合は、要介護認定で要支援から

要介護５まで、20 万円の範囲で

何回でもできます。ケアマネジャ

ーもしくは住環境コーディネータ

ーの意見書が必要ですが、20 万

円の範囲内でしたら、例えば１万

円の手すりを１回に１本付けたと

しても 20 回できます。介護保険

はそういう仕組みです。 

 障害者の場合はそれが日常生

活用具という制度になるのですが、

介護保険と同じで在宅の重度障

害者の方に 20 万円を限度に住宅

改造ができます。内容は介護保険

とほぼ同じです。ただ介護保険の

場合は１割負担というのがありま

すが、障害者の場合は所得により

応分の負担をして頂きます。 

 

■北九州市すこやか住宅改造 

もう一つは平成8年から北九州

市が独自に行っている、すこやか

住宅改造助成による住宅改造が

あります。これは、介護を必要と

する高齢者や障害者などの住宅を

身体状況に配慮した仕様に改造

する場合、その費用の全部または

一部を助成しますという、北九州

市独自の制度です。この対象は介

護保険で要支援、要介護の方、そ

れから重度障害者の方です。 

 すこやか住宅改造助成の限

度は 30 万円までで、所得によっ

て 100％、75％、50％の助成をい

たします。助成は原則１住宅１回、

基本的に一生に１回です。すこや

か住宅改造助成は、介護保険また

は日常生活用具との併用可能で

す。ですからその場合は 20 万円

プラス 30 万円ですから、50 万円

が限度となります。 

 これを使うためには、まず区

役所に相談に来ていただき、工事

の内容等を伺って、それでは介護

保険とすこやか住宅改造助成と両

方使いましょうということを確定

します。確定をしたら、業者の選

定、この施工業者は北九州市の場

合は北九州市すこやか住宅推進

協議会という所に登録をしている
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事業所から選んでいただきます。

そして訪問診断というのを行いま

すが、これは私ども区役所の PT

か OT と介護保険の方の場合はケ

アマネジャー、建築士、すこやか

住宅助成推進協議会に登録して

いる事業者が一緒になって訪問診

断をします。 

 訪問診断をした後に、見積を

お願いします。それで見積の作

成・審査・工事内容の確定の後、

実際に申請をして交付が決定しま

す。交付が決定すると工事が行わ

れ、その後完了確認の後、実際に

お金が支払われます。 

 私どもでいちばん大事なとこ

ろは相談と訪問診断です。ここで

日々闘っているところです。闘っ

ているということについては、

徐々に理由を申し上げます。 

 平成8年にはじまったすこやか

住宅改造助成制度の利用件数は、 

高齢者・障害者で、97、120、130、

150と高齢者がジワジワと増えて

います（図 1）。障害者はあまり

変わりません。平成 13 年で見て

ください。明らかにわかると思い

ますが、介護保険の影響でドンと

増えて、その後もドンドンドンと

増えています。平成 16 年からや

っと少しずつ落ち着きました。 

 障害者はあまり変わらないの

ですが、高齢者はドンとはね上が

りました。これについて私は一言

申し上げたいと常々思っています。

本当に必要な改造なのか、よく吟

味して持ってきていただきたいと

いつも思っています。 

 

■すこやか住宅助成の事例紹介 

ここで事例をご紹介します。お

一人目はＯさん、82歳の方です。

身体障害手帳５級で、介護保険で

は要支援、Ｏ脚で明らかに膝が 

外にいってしまって、歩行が不安

定です。膝が痛く、正座もできな

いという方です。 

この方の場合、訪問して介護保

険の住宅改修とすこやか住宅改造

助成事業を併用しようということ

で始めました。 

訪問しましたら、その方に必要

なものを診断するわけです。建築

士とかなり細かい打合せをさせて

いただくのですが、ＰＴですから

その方の身体状況をきちんと把握

して、何が必要かということを診

断します。そして診断書をつくり

ます。アプローチの通路を改修し

ましょうとか、玄関はちょっと高

いから敷台を置きましょうとかで

す。ケアマネジャー、建築士、施

工業者も記載します。 

 介護保険でできないものは、

「その他市長が認める工事」とい

う形で付加して、すこやか住宅改
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図 1 すこやか住宅改造助成事業推移 
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造助成で救うようにしています。

そして、これだけの工事を介護保

険の 20 万円とすこやか住宅改造

助成の30万円を使うという形で、

私は診断票を作ります。そうした

ら業者の方が見積書を作って、写

真と建築士が描いた設計図、それ

と見積書をすこやか住宅推進協議

会というところに持込みます。す

こやか住宅推進協議会は、この診

断内容が見積と合うかどうかとい

うことを徹底的にチェックします。 

 そのチェックが終われば、区役

所のほうにこの工事だったらいい

ですよと許可が下ります。そうで

ない場合はご指摘を受けることも

ありますが、建築士と私どもと業

者と本人と家族とで話し合って決

めたものですから、よほどのこと

がない限りはこのまま認めていた

だいております。 

 

■本当に必要な住宅改造なのか？ 

さっき言いましたが、助成率

（100％、75％、50％）は、区役

所のほうでどのくらい助成できる

かということを申請を受けて決定

します。 

 ここで100％ならするのですが、

75％だったらしないという方が介

護保険の対象者にはいらっしゃる

のです。介護保険というのは権利

なので使わないと損と思われるよ

うで、すこやか住宅改造助成金も

30 万円まるまる使えると勘違い

されるのです。収入があるのでお

宅は 75％ですよと言った途端、

いいです、介護保険だけで済ませ

ますというケースが最近かなりあ

ります。本当に必要な改造は何な

のかと、「日々闘っています」と

いうのはそこです。 

 私が申し上げたいのは、住宅改

造の必要性というものを本当にご

本人、家族、関係者でしっかり検

討しましょう、使えそうだから使

うということではないですよと。

その方ができるだけ在宅で生活す

るために、本当に何が必要かとい

うのを、きちんと考えましょうと

いうのが１つです。 

 もう一つ、私はＰＴとして、不

必要な改造はむしろ本人の自立を

阻害することになると思っており

ます。なぜなら、家から一歩出た

らバリアだらけですよね。全部段

差をなくせばいいという話ではな

いと思います。ある程度のバリア

があることで、その方が頑張る部

分もあるのですから、どこまでの

バリアに耐えられるかというのを

判断するのが、私たち専門職の仕

事だと思っております。 

 これは北海道の旭岳です。なぜ

これを持ってきたかというと、バ

リアだらけを見ていただくためで

す。この秋、私が行ってきたとき

のもので、ロープウェーで登った

1,750ｍ地点の所で、ここの麓ぐ

らいまで歩いて行けます。ここに

はきれいにお花が咲いていて、き

れいな所がいろいろあるのですが、

石ころだらけです。しかしここを

明らかに要介護１ぐらいの高齢者

の方が、杖を突いてですけれども、

楽しそうに歩かれているのです。

もうこれだと思いました。ここを

見渡すと高齢者の方が意外と多

くて、紅葉を見にこられていたの

です。私の夫も PT なものですか

ら、２人で「やっぱりこれよね。

これを目指そうね。単にバリアを

なくすのはやめよう」と。今後、

私たちのＰＴの人生は、そんなに

長くはないですが、それを目指そ

うと決意して、旭岳の写真をあえ

て出しました。 

 

■北九州市の理学療法士と作業

療法士 

北九州市になぜＰＴ・ＯＴが配

置されたかを、もうちょっとお話

させていただきます。私は更正相

談所で 20 年ほど、機能訓練事業

を中心にやってきました。そのと

き北九州には更正相談所は１カ所

でしたから、機能訓練教室という

ことで７区に出かけて行ったり、

自宅へ訪問指導という形で出かけ

て、病院を退院してきた人をいか

にお家に適応させるかというリハ

ビリをやっていました。その中で

老人福祉法、老人保健法、介護保

険法と法律が変わってくるに従っ

て、高齢になっても家で過ごすた

めには、寝たきり予防というのを

きっちりとらえていかなければい

けない、ただのリハビリだけでは

なく予防的観点もしっかり持たな

いといけないというのがあって、

各区にＰＴ・ＯＴを配置すること

を考えるようになりました。 

 本庁にいた６年間、障害福祉課

で、ＰＴ・ＯＴを増やすお手伝い

や、総合保健福祉センターの１階

に福祉用具の展示場を作るという

業務に関わりました。 
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 この福祉用具の展示場をつくる

ときに私が思ったことは、行政の

ＰＴ・ＯＴが常にそこにいて、福

祉用具を通じての相談に応じると

いうことです。そしてお休みは年

末年始と週明けの月曜日だけで土

日も開けました。おまけに朝は

10 時から夜７時まで開けていま

した。そうすることによって、市

民が福祉用具の相談に行ったら、

専門の人が常にいて相談に乗って

くれるという環境をつくったので

す。5年経って、相談体制は少し

変わりましたが、そこにはちゃん

と OT と介護福祉士が常におりま

す。 

 また福祉機器展の中にバリアフ

リーの体験コーナーを設け、そこ

に高齢体験、障害体験というゾー

ンをつくり、ＰＴ・ＯＴに出務し

てもらい、「私たちは専門職とし

て市役所にいるのだから、市民に

対してアピールしようよ」という

ことで頑張っています。ですから

市役所の中にいるＰＴ・ＯＴとい

うのは、そういう企画みたいなも

のもしていかなければいけないと

思います。 

 北九州市は PT、OT の数が、全

国的に見ても非常に多く、リハビ

リに関しては先進地といわれてい

ます。病院から退院するときに、

区役所にいるＰＴ・ＯＴと病院の

ＰＴ・ＯＴが連携を取って、退院

前関与にかかわるということもか

なり取り組んできました。 

 またＰＴ・ＯＴの勉強会等でも、

「私たちは区役所にいるんだから、

病院のＰＴ・ＯＴの方も私たちを

うまく利用してください」と言っ

ております。100％というわけで

はありませんが、ぼちぼちと連絡

はしていますので、それをするこ

とによって病院から退院するとき

に、うまく福祉につないでいただ

ければと思います。 

 

■権利と必要性の違い 

すこやか住宅改造には 30 万円

までの助成がありますが、これ以

外に住宅相談があります。それは

市役所のほうが報酬を払い、建築

士に区役所の窓口に来ていただく。

市民からすれば無料で利用できま

すから、そういうものをうまく使

っていただきたいと思っています。 

 先ほど「介護保険が始まって」

住宅改造の様子が変わってきたと

いう言い方をしましたが、「使え

るものは使わないと損になる」と

人間というのは、やはり変わって

くるのです。自分が要支援や要介

護の状態になったら介護保険の住

宅改造として 20 万円まで使える

お金は使うと。そこまではいいで

すよ。介護保険が始まる前までは、

本当に必要な人に必要な改造や、

相談にも乗っていたのです。 

それが、介護保険が始まってい

きなり利用者がボンと増えたので

す。そして持ち込まれる話につい

ても、「お金使えるやろ」という

ようなことをまず一言目に言われ

ると、私もちょっと、「ん、何か

違いませんか」となって、闘争心

のほうが先に立ってしまうわけで

す。「もう一度お考え願えません

か。本当にどんな改造を考えてい

らっしゃるんですか」というとこ

ろからお話させていただきます。 

 「介護保険とすこやか住宅改造

の制度は違うんですよ。介護保険

というのは保険です。皆さんがか

けていらっしゃる保険。すこやか

住宅改造の 30 万円は税金なんで

すよ。その税金を無駄使いするっ

てことは、今度は皆さんに跳ね返

るんですよ。市役所のお金には予

算というのがありますから、予算

がなくなったら出ませんよね。そ

うしたら本当に必要な人に出なく

なるので、それはやめましょう」

とお話を申し上げます。 

 そういう話をしても、やはり私

よりも年配の方に、「あんたは生

意気だ。女のくせに」などと言わ

れたりもします。しかし区役所の

窓口というのは、出来ることと出

来ないこととをきちんと言わない

といけないと思うのです。本当に

必要な工事は何ですかというのを

しつこく言います。そしてやっと

「実はですね、うちのおばあちゃ

んがこうこうで」となると、私も

きちんとその方のお話を伺います。

「どうしました。おばあちゃんが

どうしたんですか」というところ

から話が始まるのです。ですから

「お金使えるやろ」と来るのは、

やはり間違いではないかと思いま

す。 

 それともう１つ。実は「お金使

えるやろ」と、家族と共に業者も

来るのです。市役所の場合、いま

は個人情報の関係が非常に厳し

いのです。北九州市は助成率を調

べるのに、きちんと書類を作って
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いて、その書類を提出してもらう

のですが、お金に関することです

から、きちんと本人に返すわけで

す。ご本人が駄目な場合は、せめ

てケアマネジャーです。それ以上

の方には、どんなことがあっても

絶対にお教えしません。それを事

業者の方が、「お金使えると思っ

て代わりに来た」と言われると、

「ごめんなさい。あなたにはお教

えできません。ご家族がいらっし

ゃればご家族に言ってください。

そうでなければケアマネジャーの

方に、私のほうからご連絡させて

いただきますから」ということで、

ケアマネジャーの方にきちんとお

話いたします。 

 素晴らしい業者もたくさんいま

す。しかし残念ながら一部には、

そうでない業者がいらっしゃるの

も事実です。すこやか住宅推進協

議会というのは、実は平成６年に

できて、最初に登録していた業者

は100軒ちょっとだったのですが、

今はもう 500 軒を超えています。

研修会など、推進協議会のほうも

していますが、業者の指導という

のはなかなか難しいようです。 

 本当にちょっとしたことなので

すが、それが皆さんに迷惑をかけ

ることになってしまうのです。本

当にご本人のことを考えて、何が

必要かというのをきちんと判断し

て、適切なサービスを提供したい

ということを、日々思っておりま

す。私も役所はあと４年になりま

したので、４年間は頑張って続け

ていこうかなと思っております。

どうもありがとうございました。
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板橋区おとしより保健福

■板橋区の状況 

理学療法士の粟津原と申しま

す。 

 今日の趣旨は相談に焦点を絞

っていくということですが、私ど

もも住宅改修の相談にどのように

応えていくかということに非常に

悩んでいます。いろいろな方のお

話を聞く中で、何かプラスになれ

ばいいなというところで、今回の

報告をお引受けさせていただきま

した。 

 板橋区の状況を説明させていた

だきます。人口はおおよそ 50万

人です。高齢化率は約18％です。

先ほどの北九州市さんと違うとこ

ろは、「区」という名前が付いて

いても特別区ということで、市と

同様な機能をもっていると理解し

ていただければいいかと思います。

面積はたぶん北九州市さんより、

はるかに狭いかと思います。人口

規模で言えば、大体半数ぐらいと

いう状況でしょうか。 

 私の所属している所は、おとし

より保健福祉センターです。福祉

関係の領域ですと、大きく高齢と

障害の領域というように分けるこ

とができると思いますが、私の所

属する所は主に高齢者の福祉に関

する業務を行っていると理解して

いただければと思います。 

この４月から事業の中身も大幅

に変わっていきます。その一つは

介護予防に関して。これはおとし

より保健福祉センターが中枢役を

担っていくことになりましたので、

どのように介護予防を推進してい

くのかなど検討中です。また認知

症の方などへの対応も課題です。

高齢者への虐待問題というのがあ

りますね。どのように対応してい

くかなど課題は大きい状況です。 

 
■住宅改修の状況 

それでは住宅改修の話に移って

いきます。介護保険の住宅改修の

件数は大体年間1,400から 1,500

件ぐらいで、毎年伸びています。

おおよそ介護保険の住宅改修の５

分の１ぐらいが、区の助成制度を

併用していることになっています。

介護保険の住宅改修数が伸びて

いく中で、区の住宅改修はあまり

変化がない状況です。 

 住宅改修をした人たちの介護度

別の状況を見ますと、要支援から

要介護５の間で満遍なくと申しま

しょうか、要支援の方も住宅改修

を行い、要介護５の方も行うとい

った状況です。これについては介

護保険開始の前は、比較的障害の

重い方が実際にお風呂に入れない

とか、段差があって大変だといっ

た訴えが具

が行われて

保険ができ

そんなに不

ある程度予

たいといっ

護度の低い

が行われる

のではない

 施工事業

規参入の方

修していな

67％という

業者が介護

参入してい

年、６年と

改修等に関

のは、割合

ているとい

 

■高齢者住宅

私どもの

費助成事業

これは北九

と、すこや

同じだと考

と思います

成事業のほ

うことでし

都の補助事

一体的な事

ただけばと
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体的に出てきて、改修

いたと思います。介護

てからは、日常生活は

自由ではないけれども、

防的な改修をしておき

た意味合いからか、介

方を含めて住宅改修

ようになってきている

かと思います。 

者の傾向としては、新

で１年間に１件しか改

い事業所が、全体の

こともあり、多くの事

保険等の住宅改修に

るという状況です。５

続けて介護保険の住宅

わられる事業者という

的には少なくなってき

う傾向にあります。 

設備改修費助成事業 

高齢者住宅設備改修

についてお話します。

州市の事業で言います

か住宅改造助成事業と

えていただいてよいか

。すこやか住宅改造助

うは市の単独事業とい

たが、私どものほうは

業ということで、都と

業であると理解してい

思います。本事業の利



用者の多く方は、介護保険の住宅

改修助成を併用しています。また、

介護予防としまして、介護認定の

結果が非該当な方については、介

護保険と同等のメニューをそろえ

ています。 

 事業の流れは、基本的にケアマ

ネジャーや在宅介護支援センター

から私どもに技術支援依頼がきて、

訪問し、住宅改修の計画を立案さ

せていただいて施工に入るという、

流れになっています。 

 
■住宅改修助成事業 

区の住宅改修助成事業の特徴

ですが、一つは、必ずケアプラン

を立てた上で住宅改修の依頼を出

していただくということです。住

宅改修も、その方の生活を豊かに

するさまざまなメニューの中の１

つだというように理解しておりま

すので、いわばケアプラン前置と

いう考え方を持って、必要であれ

ばケアマネジャーが作る計画表を

提出していただいています。 

 二つ目はシステムとしての確立

です。技術支援依頼書をいただい

て、それに基づいてケアマネジャ

ーまたは在宅介護支援センターの

職員、私どもセンターのＰＴまた

はＯＴ、施工事業者がチームで訪

問するという体制をつくっていま

す。実際にチームで訪問に行くと

いうシステムを継続したいと思っ

ています。特に入院中で、退院の

前に住宅改修をしておきたいとい

う方もいらっしゃいますので、そ

ういう方については病院のほうに

お伺いさせていただき、それと同

時に自宅のほうにもお伺いさせて

いただくということを、みんなに

理解していただくようにしていま

す。 

 それから私どもでは、「介護実

習普及センター」という研修機能

を持っていますので、住宅改修に

かかわる方には、住宅改修に関す

る研修等に参加していただきます。

ケアマネジャーや在宅介護支援セ

ンターの人たちに、住宅改修に関

する知識を高めていただきます。 
 
■助成事業の課題 

現在の区の住宅改修助成事業

の課題ですが、以前に比べて、助

成金額を下げています。一時期、

実績が減ったという影響もありま

したが、件数はこのところ定着し

てきていますので、今後また伸び

ていくかもしれません。この２年

ぐらいの経過をみますと、住宅改

修は助成制度（金額）に影響を受

けやすいと言えるのではないかと

思っています。 

 それから介護保険の住宅改修

助成制度というのは、住宅改修を

してから後で還付申請をするとい

う制度ですが、区の助成事業とい

うのは、区のほうで助成決定をし

てから工事に入っていただきます。

そのため、両制度を併用していく

と、仕組みや手続が複雑になりま

す。ご家族やご本人にも充分理解

されない、施工事業者にも理解さ

れにくいなど、制度上の仕組みの

難しさ、煩雑さといった問題を抱

えているのかと思っています。 

 また、利用者には施工事業者の

選択が難しい場合があります。区

のほうで「この事業者が良い」と

いうことは、言いにくいところが

ありますので、利用者が容易に選

べる様、工夫が必要かと思います。

研修を受講された施工事業者に

ついては、インターネット上で見

ることができるのですが、登録数

が上がっていきますと、施行事業

者の選択をする補助にはなかなか

なりにくいので、これも課題かと

思っています。 

 大規模な改修はしにくい場合も

あります。ここ２、３年の実績を

みますと、大規模な改修を介護保

険制度や区の助成事業を使って

行うということは、極めて少ない

のではないかという印象を持って

います。逆に考えれば手すり１本

取り付けるだけで、救われる方も

たくさんいらっしゃるのかなとも

思っています。その点では、介護

保険や区の助成制度は、改造では

なくて、あくまでも改修の範囲を

想定したものといえます。 

 今後、私どもとしては元気な方

に要介護の状態にならないように

する、早めに住宅の環境を整えて

いただく介護予 

住宅改修のほうに、もう少し力を

入れていきたいと考えています。

区の助成事業としては、今のとこ

ろは 65 歳以上ということになっ

ていますが、年齢についても、検

討したいと考えております。場合

によっては介護予防健診でハイリ

スクがあると認定されたような方

についても、介護予防住宅改修が

できるようにしていきたいと検討
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しているところです。 

 

■住宅改修の流れ 

住宅改修の流れ図の中から、相

談に関係するような所を少し拾っ

てまいりました(図 2)。図の中の

「♯１」というのが、相談窓口に

該当します。 

主な相談を受けるものとしては、

ケアマネジャーと現在区内に 15

カ所ある在宅介護支援センターが

該当します。ケアマネジャーにい

ろいろお聞きしてみますと、何回

も訪問しなければいけない、理由

書を書かなければいけないという

ことで、「はっきり申し上げて、

とても割に合いませんね」と答え

るケアマネジャーは、少なくない

だろうと思います。介護保険の住

宅改修の要がケアマネジャーとい

うことであれば、考えるべく課題

と思います。 

 また在宅介護支援センターの職

員も、身近な相談窓口ということ

になっているわけです。要介護認

定の結果が非該当になった者につ

いては、健康福祉センターのほう

に情報が流れます。その中でこの

方は支援が必要だという場合につ

いては、在宅介護支援センターの

ほうにも連絡が行くシステムがで

きています。要介護の状態になり

そうな方、いまは多少元気だけれ

ども、ちょっと虚弱な方などにつ

いては、在宅介護支援センターの

職員に実際に訪問していただくと

いう体制が、システム的にもでき

ていますので、今後はその部分を

もっと強化していきたいと考えて

いるところです。 

 ＰＴやＯＴの相談については、

必ずしも住宅改修だけの相談に応

えるわけではありません。 

 住宅改修の立案に当たって、区 

の助成制度の利用者については、

必ず実際に現場に行って、ＰＴ・

ＯＴ、ケアマネジャー、施工事業

者等でいろいろな計画を立てさせ

ていただきます。しかしながら介

護保険の住宅改修の５分の４ぐら

いの方は、ケアマネジャーと施工

事業者、または本人や家族で住宅

改修の計画が進んでいくことにな

ります。介護保険の場合は償還払

いですから、書類ができた時点で

私どものほうに書類を持ってきて

いただければ、ここのところはど

うだったのだろうということで、

後追い的に住宅改修計画立案の

研修的な機能を果たすことができ

ます。しかしそうでない場合は、

いろいろな問題も生じかねないわ

けで、改修計画立案の質を上げて

いく必要があります。 
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由

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 住宅改修の流れ 
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■ネットワークと情報の共有化 

もう１つ、ネットワークという

話になりますと、情報をいかに共

有していくかという話がどうして

も出てまいります。今のところ、

区として住宅改修にかかわってく

る施設は、３つの健康福祉センタ

ーと、３つの福祉事業所と、おと

しより健康福祉センターになりま

す。ケース・バイ・ケースで違う

のでしょうけれども、それ以外に

民間の施設として、各ケアマネジ

ャーのいる事業所、在宅介護支援

センターといった所が、情報の共

有をしていかなければいけないと

いう話になってきます。 

 区の中では福祉総合システムと

いうのが稼働していて、端末を叩

けば、例えばその方に住宅改修が

行われたとか、福祉用具が提供さ

れたといった履歴を確認すること

ができるようになっています。こ

れを区対民間の中でどのように情

報を共有するシステムをつくって

いくかが、大きな課題だと思って

います。先ほども申しましたよう

に、ケアマネジャーに対してはや

はり１表、２表、３表は出してい

ただきますということもあります

し、支援センターの職員について

は非該当で必要な者は必ずあなた

たちに面倒みていただきますとい

うルートが出てきています。それ

以外のものについては、まだルー

トが確認できていません。そこが

課題ではないかと思っています。 

 

■介護保険制度と区の助成制度 

最後に、介護保険の制度と区の

助成制度とを併用していく場合に

ついてです。区の助成制度から見

ると、介護保険との併用がほとん

ど 100％に近いわけです。こうい

う状況になりますと、手続上の入

口の壁を高くしないということが、

重要になるのではないかと思って

います。 

今のところ考えているのは、非

該当の者に対する介護予防住宅

改修の助成制度については、後追

い方式ということで、区が助成決

定をしてから工事に入っていただ

くということをしていますが、介

護保険と同じような制度に変えて

いくことも、１つの方法ではない

かというところで、検討している

ところです。 

 区の助成制度について、私ども

はセンター方式と言ってよろしい

のですが、200 件とか 300 件ぐら

いの件数であれば、板橋区内はそ

んなに広くないわけですから、Ｐ

Ｔ・ＯＴがすべて同行訪問するに

しても、必ずしも分散して配置す

る必要性はないだろうと思ってい

ます。障害のほうの住宅改修とい

うのもあるわけですから、そちら

も含めてセンター方式が機能的か

と思っています。ＰＴ・ＯＴ内部

で、もっと研鑽しなければいけな

い部分もいっぱいあるわけで、そ

ういう情報交換ができることが、

センター方式のメリットになるか

なと思います。 

 相談の第１段階で住宅改修に

関するニーズをとらえていく部署

では、ＰＴ・ＯＴがかかわる必要

性はあるのでしょうけれども、む

しろ在宅介護支援センター、健康

福祉センター、福祉事務所といっ

た部署が、どれだけ住宅改修に関

心を持っていただけるのかなとい

うことだと思います。ただし関心

だけでは駄目で、どのように役割

をもっていただくかというシステ

ムづくりが課題かと思っています。 

 

■住宅課との協働の必要 

 いま介護保険の住宅改修、区の

助成制度の住宅改修の話をさせ

ていただきましたが、実はこれら

助成制度の対象にはならないけれ

ども、例えばこれから家を新築す

るのに、手すりをどこに付けたら

いいだろうかとかという相談も、

ポツポツ入っています。私どもの

所でも住宅課という違う部署に住

宅相談の窓口がありますので、一

緒にやっていくという必要性が指

摘されています。 

 ただ、半田さんもおっしゃいま

したが、「お金が出るから住宅改

修をやろう」「制度を利用しよう」

というように、はっきりおっしゃ

る方もいらっしゃいます。それは

それでいいのですが、一方ではい

ろいろな部署がバラバラでやって

いくのではなくて、ある面では介

護保険の住宅改修も一般リフォ

ーム的な住宅改造も、すべてひっ

くるめて相談できる窓口も必要か

とも思います。本当にお金に余裕

がなくて、手すり１本だけでも必

要なのだという人も現にいます。

そういう人も大きな枠組みの中に

入れてしまうと、かえって埋もれ

てしまうことも考えられます。
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コメント 2 

自治体と建築事業者の公民連携のあり方 

 

 

 

（社）かながわ福祉サー

■かながわ福祉サービス振興会とは 

最初に私の自己紹介をいたしま

す。私は、もともと、神奈川県の

職員で、平成５年から 12 年まで

福祉部におり、福祉政策に関する

仕事をしていました。介護保険の

立ち上げ等にも関わり、民間の福

祉サービスの振興と質の向上に関

する仕事の一環で、社団法人をか

ながわ福祉サービス振興会の設立

にも関わりました。 

この組織は、いわゆる「3セク」

ではなく、また、業界団体でもあ

りません。民間と行政が役割分担

を明確にして連携・協働（コラボ

レーション）するモデルとして､

地域の福祉力を高めるために設立

された中間組織です。 

 かながわ福祉サービス振興会は、

県民の皆さんのために、サービス

を選択できる環境を構築していま

す。具体的には、神奈川県で介護

保険の指定事業者は、約１万

7,000 ありますが、こうした指定

事業者情報と併せて住宅改修の

事業者等を、インターネットで情

報提供しております。 

またサービスの質を高める観点

から、介護サービス評価プログラ

ムを平成 13 年から実施していま

す。今回の介護保険制度改正では、

新たに「介護サービス情報の公表

制度」がスタートしますが、そう

いったことを先駆けて手掛けてき

た団体です。今日は、都道府県の

目線で、「自治体と民間の連携の

あり方」について、これまでの実

践実例を踏まえて、ご報告したい

と思います。 

 

■夢モデルタウン事業の概要 

神奈川の実践実例として、今日

お話しますのは、夢モデルタウン

事業として、神奈川県の重点プロ

ジェクトということで実施したも

のです。当時、私は県の福祉政策

課におりましたので、この５年間

の重点プロジェクトにかかわって

おりました。どうしてこのような

事業をやることになったかという

ことを、最初にお話したいと思い

ます。 

 夢モデルタウン事業のイメージ

ですが、最初に、神奈川県には福

祉のまちづくり条例というのがあ

りますので、駅のエレベータを設

置するために公共交通機関に働き

かけをしたり、バスやタクシーの

方々にも、バリアフリーをしてく

ださいというお話をずっとしたり

していました。公共施設はだんだ

んそうなっていったのが、民間の

民生住宅については個人の資産で

すので、いくら行政が旗を振って

も、なかな

かないと

かしたい

モデル事

 当時の

「福祉の

業」だっ

いという

ン」とい

点となる

をつくる

は情報提

研修、相談

施するこ

のバリア

て、旭化成

ミサワホ

さん、ダイ

間の住宅

きました

 どうい

言います

10 年先を

配慮した

てほしい

ろが、そう

すから、需

らない住

わけです

いう方向

とで、モデ

を造って
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かそういうようにはい

いうことで、それを何と

というところから、この

業がスタートしました。 

行政の名称で言うと、

まちづくりモデル推進事

たのですが、分かりづら

ことで、「夢モデルタウ

う名称にして、最初に拠

「バリアフリー情報館」

ことにしました。ここで

供、コンセプトハウス、

という４つの事業を実

とを考えていました。こ

フリー情報館を中心とし

さん、積水ハウスさん、

ームさん、トダイハウス

ワハウスさん等々の民

メーカーにご協力いただ

。 

うことをお願いしたかと

と、これから 21 世紀、

見据えて福祉と環境に

新しい設計の住宅を造っ

とお願いしました。とこ

は言っても民間会社で

要があるかどうかわか

宅への設計変更は難しい

。しかし県としてはそう

でお願いしますというこ

ル的にいくつかの住宅

いただきました。 



 この夢モデルタウン事業のコン

セプトは、高齢者・障害者を含め

たすべての人が安心して快適に生

活することができる、バリアフリ

ー化されたまちづくりの提案と住

まいづくりの提案という２つがあ

りました。 

福祉の街づくりを推進するため

には、県民に見える形で政策を展

開する必要がありますので、住宅

メーカーや福祉機器のメーカー

等々と連携・協働し、役割分担を

きちんとして連携の仕組みを構築

しようということになりました。 

 どういうように役割を分担し、

連携を進めたかといいますと、今

日のテーマにも関係しますが、公

がどこまでやるか、民がどこまで

やるかということを、協議会を設

置して検討・議論しました。その

結果、住宅メーカーにはモデルハ

ウスの建設や運営をしてもらい、

バリアフリー情報館は、福祉用具、

コンセプトハウスの展示機能、バ

リアフリーに関する情報発信機能、

住宅改修に関する相談機能、現場

スタッフの研修機能を持たせるこ

ととしました。 

これからの住環境を市民レベル

で理解していただくためには、見

て、さわって、体験できる空間が

必要になるとのことから、コンセ

プトハウスも造りました。そして、

この情報館の運営は、公の運営と

いうことにしました。 

しかし、実際に県が情報館を運

営することにすると、様々な点で

制約が発生することから、民間の

創意工夫をできる限り実現できる

ように、中間組織にその運営を任

せることにしました。 

当時、社団法人かながわ福祉サ

ービス振興会を設立したばかりで

したが、この法人に実際の運営を

任せることになりました。自治体

と民間の連携を進める中間組織

としての機能を、この中間組織に

担ってもらう発想です。 

 この事業の立ち上げの背景には、

急速な高齢化があり、このプロジ

ェクトを立ち上げて、まもなく介

護保険制度が施行されました。 

そういう意味で、平成 10 年から

15 年にわたる「夢モデルタウン

事業」は、公民の役割分担と連携

モデル事業とあわせて、介護保険

制度下における介護と住宅の接点

を模索する社会実験の位置づけに

なったと思います。 

今後、団塊の世代がいっせいに

65 歳を迎える 2015 年には、高齢

化率が 26％になり、価値観やラ

イフスタイルも多様化することが

予測されます。そういった多様化

したニーズに対応できる住まいと

いうものを提案することを事業の

目的といたしました。まちづくり

と住まい、特に住宅改修にスポッ

トを当てて、この事業をスタート

させたということです。 

 

■２１世紀の「住まい」に求め

られること 

 これからの住まいに求められる

要素は３点あります。まず多様な

ニーズへの対応ということです。

強固な基礎と自由な間取り、バリ

アフリーからユニバーサルな空間

づくりが求められます。 

ユニバーサル対応については、

子どもが小さいとき、そして大き

くなって成人して、高齢者２人に

なったときというように、家族構

成によって住宅に求めるニーズは

違ってきますので、そういった場

合に対応できることが求められま

す。 

2 点目は、福祉への対応という

ことです。高齢者の自立支援につ

ながる住宅とはどういう住宅なの

かを、実際に目に見える形で出し

ていくことが必要です。 

たとえば、高齢になって要介護に

なってしまった場合も対応できる

ような住宅がこれからは必要では

ないかということです。 

この福祉への対応という中には、

やはり住宅環境をどうつくってい

ったらいいか、改修だけではなく

福祉用具の存在というのも非常に

大きなウエイトを占めるものです

から、トータルに見ていくことが

必要です。福祉環境を良くするた

めに何をすべきかを、住んでいる

利用者の立場にたって考えること

が重要になります。 

3 点目は、環境への配慮です。

環境への配慮は、重要なこととし

て認識しておりましたが、それぞ

れにメーカーが工夫してやってお

られるということもあって、この

プロジェクトでは、福祉を中心と

した内容にいたしました。 

 こうしたニーズを実現するため

に、様々なコラボレーションが必

要と考えます。まず第１に人と人

との連携が必要です。建築士やＯ
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Ｔ・ＰＴの方は専門職です。介護

支援専門員も専門職です。こうい

った専門職同士がきちんと共通言

語でコミュニケーションできるか

どうかということが、一つのポイ

ントになるのです。共通言語を持

って、誰のために改修するのかに

ついて、きちんと目標を設定しな

いと、利用者の自立支援につなが

る住宅改修は、なかなか難しいの

ではないかと思います。 

 

■バリアフリー情報館のコンセプト 

 実際には実験工房のような情報

館の存在でしたが、具体的に４つ

の事業を行いました。１つには住

宅の展示です。これは各住宅メー

カーの役割として、福祉に配慮し

た住宅を展示していただきました。

そして、住宅のなかに福祉用具を

配置することにより、来場者が福

祉住環境を実際に見て、さわって

感じることのできる空間を作るこ

とにしました。福祉用具は、情報

館のなかに作ったコンセプトハウ

スと一緒に展示しました。 

コンセプトハウスとは、未来指

向型の住宅展示ということで、現

在どのような福祉機器や設備が住

宅にビルトインされているのかと

いうことを、実際に触れて体験し

ていただくために造りました。で

すから、コンセプトハウスは、バ

リアフリー住宅の思想を隅々まで

活かすものといえます。 

たとえば、玄関にホームエレベ

ーターや階段昇降機を付けたり、

段差解消機を付けたりします。モ

デルとして住宅メーカーが実際に

家を造りましたが、その家の中で

も段差解消機等を設置しました。

トイレ・浴室に近い寝室では、バ

リアフリーにして、段差がなく広

い開口部や、段差がなく安全に配

慮された浴室などを実際に見る、

あるいは体験していただく中で、

これが良いか悪いかという評価も、

していこうということでした。 

参加体験型の教育ということで

は、いろいろなセミナーを実施し

ました。福祉用具の体験もできま

すし、街のお祭りと一緒になって、

高齢者の擬似体験も実際にやっ

てみました。 

 「夢モデルタウン事業」は、神

奈川県の5年間の重点プロジェク

トの位置づけでしたので､これら

の施設を継続して運営していく考

えは、当初からありませんでした。

あくまでもモデル事業として実施

し、できれば市町村単位の地域で

展開してほしいということを考え

ていました。バリアフリー情報館

には､述べ10万5,816人の方が来

られ、500 団体の方々からの訪問

を受けました。 

 

■問題解決型の相談システム 

相談に関しては、行政が行うと

公平に情報を提供しなければいけ

ないので、実際の施工まで結び付

かないという課題がありました。

行政側が業者を特定してご紹介

すると、なぜその業者にしたのか

という責任が発生しますので、非

常に難しいわけです。ですから自

治体が相談を受けて業者を紹介し、

実際に施工までつなげることは、

なかなかシステムとして構築する

ことができないのです。 

そこで、問題解決型の相談のシ

ステムを作ることに取り組みまし

た。つまり、利用者と施行業者を

結びつけるためのコーディネート

を行う窓口の設置です。それを、

かながわ福祉サービス振興会とい

う中間組織が担うことにしました。 

 具体的には、設計事務所、福祉

機器メーカー、住宅メーカー、建

材メーカー、公的な機関、医療・

福祉の関係機関等々が連携をし

て、問題解決をしていくという仕

組みを作ってみました。最終的に

いちばんいいのではないかと考え

たのが、あくまでも介護保険の理

念ですが、利用者が事業所を選ぶ

ということです。選ぶだけの情報

をきちんと提供するという仕組み

を作ることが、いちばんトラブル

が少なく公平ではないか、なおか

つ問題解決につながっていくので

はないかということです（図3）。 

 

■今後の展開 

今後の展開ですが、私が今日提

供したレジュメには、詳しいカリ

キュラムがありますが、２つほど

ご説明しておきます。 

住宅改修の事業者については、

介護保険が施行されてから非常に

事業所数が増えてきました。当初

は償還払いという仕組みですので、

どうしても施工が終わってから保

険適用の判断がされることもあっ

て、いろいろなトラブルが発生し

ました。ですから、横浜市などで

は、事前に介護保険の支給申請を 
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していただいて、それでいいかど

うかを判断し、それから施工する

こととしました。併せて改修事業

者の方々に、介護保険のことをよ

く理解していただくための教育、

研修の機会というのを提供いたし

ました。 

【相談を解決する仕組み】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

住宅メーカー 

公的機関 

設計事務所 福祉機器メーカー 

建材メーカー 

医療・福祉関係機関 

相談者 

ネットワークとしての体系化 

問題解決 

住宅改修事業者は、福祉用具も

含め住環境全体を考え、そして介

護保険制度のことも分かることが

重要です。そういう事業者を養

成・育成していこうということで

やってまいりました。 

図 3 問題解決型の相談システム 

 自治体と民間の連携モデルにつ

いては、いろいろな方法がありま

すが、やはり行政がやることの限

界があります。また民間の一企業

による限界もあります。やはり中

間組織があって、そこが運営して

いくのがいいのではないかと思い

ます。民間と行政のコラボレーシ

ョンを推進する中間組織が機能す

れば、利用者本位の仕組みがつく

れる可能性があるのではないかと

思います。ただし、神奈川県で１

カ所できたからといって、全体が

うまく機能するわけではありませ

ん。地域で同じような仕組みをつ

くっていく必要があるのではない

かと思います。これが、5年間の

社会実験プロジェクトの中で見え

てきた１つの方向性です。 

 

■住宅改修事業者育成システム 

今後、介護保険制度を利用して

住宅改修をおこなう利用者が増加

することを想定し、質の高い住宅

改修サービスを提供するための仕

組みを考案しました（図 4）。 

 

 

このシステムは、実際に横浜市

などが運用していますが、住宅改

修サービスのトラブル防止と質の

向上のための仕組みとしては、優

れていると思います。介護保険制

度では、住宅改修は償還払いです

から、工事終了後に利用者が保険

給付の申請をおこないます。また、

事業者の指定制度はありませんか

ら、悪質な事業者も介在していま

す。 

こうした課題を解決するために、

事業者に対して研修をおこない、 

 

 
 

 

住宅改修事業者 

社団法人  
かながわ福祉  
サービス振興会 

 
事業者情報の提供 
登録研修の実施 

 

市町村 
（行政窓口） 

登録研修受講  

事
業
者
情
報 

受領委任払い 
取扱いの申込み 

利用者 ケアマネジャー 

サービス提供 事業者情報提供 

図 4 住宅改修事業者育成システム 

 

研修を終了した事業者を市町村 

に登録する方式といたしました。 

そして、ケアマネジャーと住宅改

修事業者とを結びつけるためのい

ろいろな仕掛けを考えました。具

体的には、住宅改修カルテという

様式です。ケアマネジャー、建築

士及び利用者が共通の目標を持

ち、利用者の自立支援につながる

住宅改修をおこなうために作成い

たしました。 

 今後の介護保険制度改正の中 

で、住宅改修は事前申請方式に変
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更になる予定です。また、住宅改

修をおこなう場合に、ケアマネジ

ャーは、住宅改修の理由書を書く

のですが、この理由書についても

変更の予定です。現在、全国のケ

アマネジャーの方々にモニタリン

グ調査が行われており、こうした

結果をもとに住宅改修理由書が

改善される予定です。 

変更される理由書は、これまで

のような簡単なものではなくて、

なぜ、住宅改修が必要なのかにつ

いてのアクセスメントが求められ

ますが、きちんと住宅改修しよう

というインセンティブにつながる

と考えています。 

 

■地域包括支援センターと連携

モデルの展望 

最後に、連携のモデルです。自

治体と民間の連携モデルは、これ

からつくられる地域包括支援セン

ターが一つのモデルになるのでは

ないかと考えています。地域包括

支援センターは、地域住民の総合

相談窓口、介護予防、継続的かつ

包括的マネージメントを実施する

機能を持つことになりますが、こ

のなかに福祉用具や住宅改修の相

談事業が集約されていくことにな

ると思います（図 5）。と言いま

すのは、地域包括支援センターは、

市町村の責任においてつくること

になりますが、市町村だけでは作

りきれないのです。 

地域包括支援センターの機能

として、いま、介護予防にスポッ

トが当たっていますが、もともと

地域包括ケアシステムの発想は、

地域の中で重度化した人たちをケ

アするために構築された仕組みで

す。こうした仕組みを構築するた

めには、民間企業も含めて、社会

資源というのがきちんとネットワ

ーク化されることが前提になって

います。そこにはケアマネジャー

も当然入ってきます。こうした仕

組みを推進する組織として地域包

括支援センターがあるのです。 

ここには社会福祉士、主任ケア

マネジャー、保健師等の３職種の

方々が配置され、さまざまなニー

ズに応えていくことになると思い

ます。これがたぶん今後展開され

る、自治体と民間の地域現場での

連携モデルになっていくのではな 

いかと思います。 そうしていか

ないと、折角の制度改正等々がな

かなか有効に機能しないというこ

とになります。 

民間には民間が得意とする創意

工夫、柔軟な対応、迅速性といっ

たものがあります。行政は行政と

しての役割というものがあります

ので、それらの役割分担をきちん

と明確にして連携をする仕組みを

作ることが大切ですね。これを現

場レベル、地域レベルでつくれる

と、非常にいいのではないかと考

えております。これをもちまして、

神奈川における連携モデル事例報

告を終わらせていただきます。ど

うもありがとうございました。 

【地域における連携モデル】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治体 
民間企業 

（住宅改修・福祉用具事業者） 

ケアマネジャー 県民  

中間組織（NPO 等） 

ニーズの把握 

事業への援助 
活動の場・展示品

研修プログラム 

ハードの支援 

ソフトの支援 

情報提供 
相談・参加 

情報提供 

相談・参加 

図 5 自治体と民間の連携モデル 
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全体討論 

 

 

講師：半田昭子氏（北九州市八幡東区役所保健福祉課） 

コメンテーター：粟津原昇（板橋区おとしより保健福祉センター） 

瀬戸恒彦（（社）かながわ福祉サービス振興会） 

司会：横山勝樹（住総研ハウスアダプテーション研究委員会、女子美術大学） 

 

■介護保険外の対応 

○横山(女子美術大学) 後半の

質疑応答を始めさせていただきま

す。最初に委員の太田さんからコ

メントをいただきます。 

○太田(神奈川県立保健福祉大

学) 最初に、北九州方式につい

て、それぞれの各区にＰＴ・ＯＴ

を配置して、そこが核となって相

談対策をつくるというご報告をい

ただきました。その後、センター

方式ということで板橋区の例が出

されました。その後にハウスアダ

プテーションのボランタリーな結

集組織としての活動をしている研

究会組織と自治体の連携の実際、

例えば行政の相談窓口の流れにつ

いて千葉における活動ということ

で鈴木さんにコメントをお願いし

ておりましたが、急遽、今日は来

られないということですので、ご

報告をお願いした趣旨を簡単にお

話させていただきます。 

 先ほど、瀬戸さんから神奈川の

事例、公民の連携についての取組

のご報告がありましたが、千葉は

また１つユニークな方向だと私た

ちは思いました。そこにあります

ように、ボランタリーな組織とし

て長く活動してきた研究会組織と

いうのは、建築の方々が母体では

ありますが、保健医療・福祉の方々

も含む自主的な団体で 1980 年代

から研究会としてつくられてきて、

住宅改善の勉強をしてきたりした

のですが、この団体は、行政や民

間も含めて、あるいは医療機関も

含めてですが、県内の保健医療・

福祉のかなり中心的な方々がメン

バーになっておりまして、勉強会

であると同時に千葉における実際

の連携の要になっていると思いま

した。 

 今年、私たちのコンクールに応 

募された２例も、そういう連携の 

中で生まれた住宅改造の事例でし

た。１例だけ簡単に申し上げます

と、難病の方で千葉市にお住まい

の方なのですが、かなり病気が進

んで歩行が困難になるということ

で入院されて、急遽、足の切断を

しなければいけないという緊急事

態になりました。短期間に両足切

断という大変な状況だったのです

が、今は大学病院もすぐ退院をし

て次の方向に進まなければいけな

いので、退院援助をする場面でで

きれば自宅で住み続けたいと。と 
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ころが、住み続けたいと思う住宅 

は２階での生活が主であったり、

費用はそれほどかけられないとい

う大変条件が厳しい中で住宅改

造を行わなければいけなかったの

です。それを援助したのがこの会

のメンバーでした。１人は病院の

医療ソーシャルワーカーでしたが、

院内の調整と建築士へのバトンタ

ッチをやっておりました。その建

築士がこの研究会のもう一方の中

心メンバーでもあったわけです。

その連携が非常にうまくとれて、

しかも大変小型のエレベータを設

置するなど、いろいろな創意工夫

をして、短期間で、両足切断とい

う心理的にも非常に大変な中の方

が自宅に戻る援助をした。こうい

うことがありまして、この会の役

割が何らかの意味で非常にあるの

ではないかと思われました。 

 この団体は長く活動しておりま

して、県内でも信頼を受けており

まして、千葉市から住宅相談の委

託を受けています。その委託料な

ども活動資金にしたりしていろい

ろなネットワークを組む。ただ、

先ほど、北九州あるいは板橋区に

もありましたように、それぞれの

行政、福祉の行政や建築の住宅相

談などがありますが、住宅改修そ

のものをつくっていくという意味

でのＰＴ・ＯＴの配置とかはして

いないところです。その代わりを

この研究組織がある意味で果たし

ているのかもしれないという思い

がいたしました。千葉の経験はど

うも神奈川とも違う、九州あるい

は板橋区とも違う仕組みで、何ら

かの教訓を持っているのではない

かということで報告をお願いいた

しました。 

 鈴木さんは千葉県となっており

ますが、住宅政策の中心を担う方

でありまして、研究会の重要なメ

ンバーでありますが、それ以外に

もこの研究会には大学の研究者や

障害者福祉センターの方とか、県

内の中心的な人たちが参加してま

す。そういう団体で、しかも、私

が知る限りではこういう住宅改善

の勉強会を 20 年以上続けられて

いる地域はそう多くないのではな

いかと思いますし、そういう意味

では大変得るところがあるのでは

ないかということでお招きをした

ところです。 

○横山 それでは、ご参加の皆さ

んからの質問に移らせていただき

ます。最初に、半田さんに質問が

あります。「職場の肩書は何です

か」ということです。 

○半田 係長職、主査です。 

○横山 理学療法士でもあられ

ますね。 

○半田 はい。 

 

■予防としての助成 

○横山 世田谷区の木谷さんか

ら「介護保険外の住宅改修のニー

ズを行政はどのようにとらえてい

るのでしょう。それに対する制度

とか仕組みとかはありますか」と

いう質問です。半田さん、粟津原

さん、それぞれに質問をしたいと

いうことです。半田さんからお願

いします。 

○半田 北九州市の場合、介護保

険外の分については、先ほど少し

言いましたが「その他市長が認め

る工事」ということで、本当にそ

の人に必要であれば認める。 

○木谷（世田谷区立総合福祉セン

ター） 

 ありがとうございました。お聞

きしたかったのは、行政が出す助

成や介護保険の仕組みなど、例え

ば要介護の人あるいは障害者の、

所得の低い方に対しての助成は行

政がずっとやってききましたが、

例えばリウマチがあって、いまは

介護保険にはならないのですが、

このまま放っておくと明らかに介

護保険の対象者になっていくよう

な人が住宅改修をしておきたいと。

ご相談の中にこういう要望がある

のではないか、相談が増えている

のかどうか。それから、そういう

相談の場合は受けられるのかどう

か。もう１つは、行政としてその

辺にニーズがあると考えていらっ

しゃるか。実は、世田谷区はない

のですが、必要かなと思って、質

問いたしました。 

○半田 予防的なところですと、

介護保険が始まる前は高齢者の

住宅改造で取り入れられたのです

が、逆に、介護保険が始まったこ

とによってできなくなった部分で

す。ですから、リウマチの方だっ

たら障害者手帳の重度の等級を

持っていらっしゃれば障害のほう

で救えますが、そうではない限り

は、残念ながらできないので、板

橋区さんの介護予防が羨ましいと

思ったところです。その必要性は

日々思おり、お金は出せないです
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が、住宅相談という形ではお受け

しております。 

○木谷 改修に関する相談みた

いに、その住宅相談には理学療法

士や作業療法士、あるいは建築士

を結び付ける仕組みはあるのです

か。 

○半田 あります。住宅相談の日

があり、そこに建築士をお呼びし

て、必要であれば私どもも家まで

行って相談をしております。 

○木谷 それは無料ですか。 

○半田 無料です。 

○横山 粟津原さん、板橋区はど

うでしょうか。 

○粟津原 いまのと同じなのです

が、住宅改修助成には介護保険と

区の助成制度があります。逆に言

えば、それ以外はないということ

です。先ほど申しましたように、

区の助成制度については介護予防

ということで、例えば町田市のよ

うに、おおむね 60 歳などのよう

に年齢を検討する。もう１つは、

一般健康診査がありますが、その

方に介護予防健診という形でやっ

ていただき、リスクが高い方には

住宅改修のメニューをご紹介して

いくなど対象を拡大することを考

えています。それから、建築士さ

んが関わるリフォームがあります

が、そこで福祉的な側面が充分と

は言い切れませんので、それが課

題だと思っています。 

 

■認知症への対策 

○横山 それでは、関連して青山

環境デザイン研究所の渡辺さんか

ら質問が出ております。「在宅で

の要介護者のうち、60％が認知症

と言われています。また転倒事故

も多くなっていますが、住宅改修

の際の対策について、また、相談

の中にどのぐらいそのような問題

が出てきているのでしょうか」。

半田さんからお願いします。 

○半田 介護保険の要介護認定

を受けていらっしゃる方から住宅

改造の相談があり、行ったらたま

たま認知症もあったということは

ありますが、最初から認知症の方

で、例えば転倒予防のためにとい

うものは私どもにはないのですが、

介護保険のほうではあるかもしれ

ません。具体的な相談があれば訪

問して、本当に転びそうな所は、

要支援とかが付いていればですが、

明らかにここの段差は転倒するだ

ろうとか、日々何度も転倒してい

るのですよということがあれば相

談には乗っております。ただ、認

知症の関係で言いますと、すこや

か住宅改造という形で直接的にあ

がってくることは少ないように思

います。 

○粟津原 同じです。認知症に特

化して看板をあげているわけでは

ありませんので、たまたま認知症

の方がいらっしゃって云々という

話はあり、割合が多くなっている

のは事実だと思っています。私個

人的には大いに関心がある話で、

例えば浴室の洗い場の段差を改修

したら、直した途端に環境が変わ

ってどうしてもそこで足が一歩出

ないという認知の方もいます。普

通の身体不自由の方と認知症の

方の住宅改修の中身は若干違う

ような感じは持っています。個人

的にも事例を集めている最中です

が、行政としてもまだ取り立てて

特化して対応しているということ

ではありません。 

○瀬戸 認知症の対策はこれか

ら非常に大きな課題だと思ってい

ます。それは、住宅の改修だけで

対応できるというものではなくて、

神奈川の場合ですと、グループホ

ームが平成12年の当初は32カ所

だったのですが、介護保険の施行

と併せて非常に急増して今は320

カ所を超えている状況なのです。

そういうケア全体をきちんとして

いかなければいけない問題だろう

と認識していますが、私はもう政

策のほうから外れており、実際に

はそういうことにコミットできな

い立場なのですが、認知症の方々

に対するケアを地域で考えていか

なければいけない時代になってき

ているのだろうと。住宅の改修、

福祉住環境というものもどのよう

につくっていったらいいかという

ことが大きな課題だと思います。 

○横山 渡辺さん、いかがでしょ

うか。 

○渡辺（青山環境デザイン研究

所） 転倒によって認知症が急激

に進んでしまうことがあるのがす

ごく気になることと、その対応で

す。専門職あるいは施工会社とか、

相談に乗る方がそこのところをき

ちんと見極められているかどうか。

もう１つは、認知症は軽いうちに

きちんとすべきだというところが

大事だと思うのですが、「ちょっ

とボケてきたな」と言うぐらいで、
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そういう住環境や相談になかなか

出てきていないのではないかとい

う感じを持っていて質問をしたの

です。 

○半田 認知症自体の相談は保

健福祉相談ではよくあり、保健師

と一緒に相談に乗るのですが、住

宅改造までいくことはあまりない

です。どう対応したらいいだろう

かという方については、保健師と

一緒に家族指導をしようなどの形

で対応は各区ともにやっておりま

す。むしろ、認知症の場合は家族

指導が大事かなと。家族の方が認

知症を認めきれていない部分とか、

転倒すると大変なことになるので

すよ、だからいまのうちにこうこ

うですよと。 

○渡辺 それと同時に、徘徊とい

う問題があって夜中に出ていって

しまうというところで、今は行方

不明が相当出ているわけですよね。 

○半田 そういう場合は民生委

員がすごく力になってくれるので

す。ですから、地域で、周りの人

たちがその方をどう支えていくか

みたいなところになって、まさに

地域づくりなのですが、民生委員

が、自分の地区にはこういう人が

いると、警察にも言っておくとか

隣近所の人にお願いしておく。本

当にいつもの場合には徘徊センサ

ーを付けてもらうとか、行政と民

生委員、地域でできることを一緒

にやっております。 

○横山 次の質問ですが、半田さ

んへ出ております。「すこやか住

宅推進協議会の構成員はどのよ

うな方ですか。どういったメンバ

ーが診断票をチェックするのでし

ょうか」という質問です。 

○半田 すこやか住宅推進協議

会はＮＰＯ法人で、北九州市が高

齢者の住宅改造等を含めて委託

しており、建築士会、建築家協会、

建築設計管理協会、福岡建築士事

務所協会が構成団体です。特別会

員として、社会福祉協議会、私た

ち理学療法士協会、作業療法士協

会が入っております。住宅のチェ

ックはすこやか住宅推進協議会の

中に現場を確認して見積書等を

チェックする職員が３人ほどおり

ます。その方の職種は確認してい

ませんが、専任の職員の方がいら

っしゃいます。それと建築士であ

るそこの理事長、そういう方がい

らっしゃいます。 

○菊池（ざ・りっぽ） 先ほどの

渡辺さんのご質問のほうに戻るの

ですが、認知症の方の住改という

ことで、先ほど半田さんから平成

12年と平成13年を境に住改の事

業の推移が跳ね上がったという話

がありました。そのことは過剰な

掘り起こしが行われたという一面

はあると思うのですが、その中に、

渡辺さんがおっしゃったような認

知症や介護の予防という側面や認

知症の方からの相談、要望が入っ

ているかという感触はいかがでし

ょうか。 

○半田 言葉が激しすぎて誤解

が生まれるといけないので、過剰

な掘り起こしというのは訂正させ

ていただきます。かなり掘り起こ

しが行われたのは事実ですが、過

剰と言うと皆さんがそこに反応さ

れたら行政職としてはつらいので

す。いちばん感じているのは要支

援レベルです。私が先ほど言いま

したように、適当なバリアは必要

だよというのがありますので、そ

こまで全部バリアフリーにしなく

てもいいではないかというところ

の分を、出来るのだったらしてく

ださいというものが増えたという

感触があります。ですから、逆を

言えば、75％しかお手伝いできま

せんよ、50％しかお手伝いできま

せんよ、と言った途端に「じゃあ、

いいです」と取り下げられること

もあります。 

○菊池 その中にちょっとボケて

きたから早めに住まいの手当てを

しておこうかしら、というものが

含まれているのですか。 

○半田 私が行った中では認知

症だけというのはなく、行ってみ

るとたまたま認知症もあったとい

う例はありました。 

 

■地域包括支援センターの意義 

○横山 瀬戸さんへの質問に移

らせていただきます。上原さんか

らの質問です。「夢モデルタウン

の立ち上げの際に参考とされた展

示場的な施設がありますか」とい

うことと、「地域包括支援センタ

ーとワンストップのＮＰＯの連携

のあり方をもう少し詳しく教えて

ください」ということです。 

○瀬戸 １点目ですが、夢モデル

タウンをつくるときに県内の展示

場は行きました。大体、モデル住

宅が建っているだけで、あとは営

業マンがいて、住宅を売るための
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スペースが中心になっている。そ

れを見て、そこに何らかの形で相

談機能とか、先ほどご説明したよ

うな機能を集約することによって、

その住宅展示場自体がより活性

化をして民間の方にも契約の件数

が上がるようなインセンティブが

働くのではないかと当初は考えた

のです。ところが、経済状況があ

まりよくなくて、オープンしたと

きはモデルタウンの住宅をつくろ

うということで非常に件数があり

ましたが、だんだん件数が少なく

なってしまった。一方で、住宅改

修のニーズが介護保険とともに上

がっていったということで、途中

からメーカーさんが嫌になってし

まったのですね。営業マンも置か

ないということになり、事業の明

暗を分けたというところがありま

して、当初、参考にしてはみたの

ですが、時代とともに変わってい

るなというのが５年間の印象です。 

 それで、中間組織が必要だとい

う方向づけがされたわけですが、

それは行政の限界があるというこ

とです。先ほど、北九州の方から

も言われましたが、行政が直営で

やるということは非常に難しいと

実感しています。ですから、中間

組織であるＮＰＯなり、あるいは

少民間色を持たせた形の推進組

織をつくって、そこで地域のケア

の仕組みをつくる、その責任は市

町村にある、という仕組みが地域

包括支援センターなのです。 

 ですから、レジュメでお示しし

ているＮＰＯと書いてあるのは、

それが構想として出される前につ

くったペーパーでしたので地域包

括とは書いてありませんが、要は

そういった組織なり仕組みが地域

において必要ですよねと。当初は

在支のような機能を持った機関と

かこれまでの社協のような組織を

イメージしたこともありましたが、

なかなか難しいところがありまし

て、新たに何の色も付けていない

ＮＰＯを書いただけです。 

 介護保険制度の改正の中で新

たに構想としてあがったのが地域

包括支援センターという機関です

が、これは現在まだ存在し得ない

組織です。条例で市町村がつくる

ことになり、その責任は市町村が

持つのですが、民間が実際にやっ

てもいい仕掛けになっております

ので、そこにＯＴ・ＰＴを配置す

るというような構想は国ではまだ

持っていないのです。国が持って

いるのは社会福祉士と保健師等、

主任ケアマネジャーの３職種なの

です。社会福祉が総合相談、ワン

ストップの相談、いろいろな制度

に関する相談を受けるということ

になっているわけですが、そうい

う中に住宅改修も含めた住環境

に関する相談窓口をつくるといい

のではないかということが想定さ

れますので、そういうことをから

めてお話をさせていただいたとい

うことです。 

○横山 最初に参考にされた例

をもう一度教えていただけますか。 

○瀬戸 展示場を見たのは新横

浜の展示場と平沼とか、民間の展

示場を参考にしていました。 

○横山 北九州では関連するよ

うな施設がございますか。 

○半田 テクノエイドセンターの

中に一部、お風呂とか、簡単な住

宅改造のモデルルームがあり、横

浜や兵庫県などを見に行きました。

それで思ったのは、テクノエイド

センターをつくるときに、「あん

たに任せるから好きなようにつく

っていい」と言われたものだから、

本当にいろいろな所から教えをも

らいながらしたのですが、結局、

モデルルームを示してもそれがで

きる人はごく一部なのです。ＴＯ

ＴＯからお風呂を１つもらって、

こうやったら段差を解消できるか

らと簀子の高さを組み合わせてみ

たり、手すりをいろいろつくって

みたりとか、そういうものを置い

ているのですが、モデルルームよ

りも喜ばれ、むしろ、そっちのほ

うが参考になったと言われたので、

やっぱりと思いながら、お金をか

ければいいのができるのは当然だ

けれども、日々の生活の中ではち

ょっとした改造みたいなものが要

るのではないかと思っています。 

○横山 上原さん、いかがでしょ

うか。 

○上原 どうもありがとうござい

ました。私は神奈川の夢モデルタ

ウンも拝見させていただいている

のですが、そこで説明をする人が

どれだけの知識を持ち、頼り甲斐

があるかというほうが、半田さん

が最後におっしゃった部分になろ

うかと思うのですが、マンパワー

の部分がとても大事であって、施

設の大きさではないなということ

を非常に痛感しているところです。
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今、私の職場でいろいろと仕掛け

をしているところなのですが、い

かんせん、大きな組織になると必

要だねという理解はいただいても

動きがなかなか大きくなっていか

ない。そういうところで、どう動

けばいちばんいいのかといつも悩

んでいるので、ご質問をさせてい

ただきました。 

 神奈川の瀬戸さんにももう少し

お伺いしたいのです。地域包括セ

ンターになると、今度は予防的な

部分のからみといいますか、地域

とどうからんでいくか。また介護

が必要になったとか、突然、障害

になって、どうしても介護をしな

ければいけないというところの把

握なり、そのなる前の予防が非常

に大事ではないかと。子どものこ

ろからの住教育、住まい方みたい

なものが手薄なのかなと感じてい

るところがありまして、そういう

部分の何か策なりお考えがあれば

是非お聞かせいただきたいと思い

ます。 

○瀬戸 地域包括支援センター

は今、介護予防にスポットが当て

られてしまい、それだけなのです。

ところが、実際、地域の中でケア

の仕組みをつくろうとすると、い

ま考えられている介護予防だけで

は不十分なのです。言われるとお

りで、現状、住宅改修とか、そう

いうところは抜けています。です

から、それを指摘していかないと

いけないと思います。国は、地域

包括支援センターについては地域

に丸投げといいますか、あとは地

域の責任でやってくださいと。今

回の制度改正の大きな論点の１つ

は介護予防もありますが、地域中

心型システムの構築ということな

のです。ですから、国や県が重層

的に制度を支える役割は担います

が、地域がそれを仕組みとしてつ

くっていかなければいけないとい

うのが今回の制度改正の大きなポ

イントで、いかに地域包括センタ

ーをつくるかということが市町村

における最大の課題としてありま

す。 

 しかも、それを来年の４月まで

につくらなければいけないという、

業務的には非常に大変な状況で、

今、市町村の方は大変苦労をされ

ている。そこで、国が言っている

以外のことを考えることができな

いのです。ですから、とにかく３

職種を集める、とかいうことに奔

走している。介護予防のケアマネ

ジメントをどうしたらいいかとか、

いま言われたポピュレーションア

プローチとハイリスクアプローチ

の２つのアプローチの仕方があっ

て、ハイリスクアプローチは介護

保険の非該当の方がハイリスクア

プローチになり、そういう方々に

対する施策についても、まさに介

護保険の事業計画の中に入れな

ければいけないのですが、入れて

いる所と入れていない所がある。

こういう状況なので、多分これは

声を挙げていかないと入っていか

ないと私は思っていますので、地

域においてそれを言っていくこと

が大事なことではないかと考えて

います。 

 

■地域支援センターのありかた

と目標の共有化 

○横山 ＮＰＯとの連携に関連し

て小澤さんから質問が出ておりま

すが、いかがでしょうか。 

○小澤（（財）東京都高齢者研究・

福祉振興財団） 先ほど世田谷の

方からお話がありましたが、私ど

もは以前、東京都の直営の部分が

あったのですが、今は財団法人と

いう形で様変わりしておりまして、

その辺でＮＰＯに近いような立場

にあるのですが、その際に、ＮＰ

Ｏといいましても、福祉関係と住

宅関係の大きい壁があります。住

宅であればバリアフリー推進協議

会というＮＰＯ関係がありまして、

そちらに参加させていただいてい

る所はあるのですが、こういった

住宅改修、特にバリアフリーとい

うところを主導的にというのも難

しいのですが、そういうところを

やっていくについては建築だけに

なってしまうと施工の部分の営業

的なものが出てきてしまうことも

あるでしょうし、福祉だけになっ

てしまうと視点が落ちてしまうと

ころもあります。その際に、どこ

を重視して、どこに重点的な力配

分を持った団体にしていったらい

いのかというところでご意見をお

聞きしたいと思います。 

○瀬戸 大変難しいご質問なの

ですが、福祉の住環境を考えると

いう意味では、福祉用具と住宅改

修事業者、両者が当然要るわけで

す。そこにＯＴ・ＰＴの方、専門

職が入って、場合によってはケア

マネジャーも入ってくることにな
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ります。そういう意味で、地域包

括支援センターというのは地域の

社会資源、さらに介護保険施設と

か居宅の事業者をすべて、また保

健福祉事務所などの行政をピック

アップしている。あとは医師会、

医療関係も全部入ることになって

いるのです。ですから、そういう

協議会の中で住環境について考え

るということを１つテーマとして

持たないと難しいと思います。 

 あと、財団でそういう壁があっ

て、そこを何とかするということ

であれば、そこは組織の中の話に

なるのですが、役所で言うと常に

壁、社内セクショナリズムがあり

ますが、それを取っ払うような仕

掛けです。つまり、推進会議とか

いったものをその組織の中につく

る。仮称で福祉住環境推進会議と

か、何でもいいのですが、そうい

うものを組織の中につくる。組織

外、地域のところは、地域包括が

そういう役割を果たすことになる

のです。そういう組織外のところ

のネットワークのつくり方と、組

織内における壁を払う。 

 特に、神奈川県ではもう政策課

がなくなってしまったのですが、

政策課のときはセクショナリズム

の壁をいかに破るかということが

私の仕事だったのです。障害と高

齢と、法律が全然違いますので壁

がたくさんあります。住宅は住宅、

県も県土整備部で全然話になら

ないときもあったのですが、その

壁をだんだん破ることによって住

宅と福祉の政策が融合していくと

いうことなので、そういう壁を破

る役割を果たす組織というか、同

じ組織の中で大きくなればなるほ

どそういうものが必要になると思

います。大きな機関でないのであ

れば、推進の会議をつくって皆で

意見交換をして、情報を共有化し

て目標を設定する。その目標に向

けて、皆で達成できるような仕掛

け方をする。目標がぶれてしまう

と当然違ってしまうのです。福祉

用具のことだけを考えている人は

いかに福祉用具をやるか、住宅改

修だけをやっていれば住宅改修一

本になってしまいます。そうする

と、視点が下がってしまうのです。

その視点をもう一歩上げるにはそ

ういう仕掛けが必要になってくる。

私の経験上そのように思います。

そういう意味では、政策課はそう

いうことを常にやり、いかに新し

いものをつくっていくかというこ

とをやってきたのですが、財政が

厳しい中で県も政策課をなくして

しまいましたので大きなことは言

えないのですが、そのようなこと

をお考えになるとよろしいのでは

ないかと思いました。 

○横山 ＮＰＯの活動に関連して

若松さんから質問があります。「北

九州市の場合、一級建築士さんが

かかわっておられますが、その建

築士の身分は区の職員であるのか

専門家の派遣なのか、あるいは建

築士団体との連携で行われている

のか、いずれでしょうか」という

ことです。また板橋区に対しては

「建築士の方はどのように介在さ

れているのでしょうか」というこ

とです。 

○半田 北九州市の場合は建築

士の身分は建築士の団体から派

遣していただき、必ず建築士と事

業者という形で派遣をしてもらっ

ています。そして、あくまでも登

録している建築士です。 

○粟津原 板橋区の場合は介護

保険助成と区の助成制度上では

建築士さんのかかわりはありませ

ん。実際、施工のときにあたって

は施工事業者が出てきますが、監

理とか、そういう意味でのかかわ

りはありません。 

○若松（すまい・まち工房） あ

りがとうございました。いま、大

きな枠組みの話をされている中で

私はちまちまとした話を提起しま

した。実は、区内で、品川、目黒、

世田谷辺りを基盤にＮＰＯ住宅総

合問題支援機構ということで、欠

陥住宅や借地借家問題、高齢者の

新しい住まい方などを中心に活動

しているＮＰＯなのですが、借地

借家問題がからみますと高齢者の

方が多いのですが、そういうとこ

ろで住宅改善の重要性というもの

が出てきまして、去年ぐらいから

住宅改善の勉強会をしてここ１、

２例の実践を積み重ね始めていま

す。 

 小さな地域のＮＰＯの立場から、

障害者の方も含めて、高齢者の方

の住宅改善をするときに、建築士、

ＯＴ・ＰＴ、福祉住環境コーディ

ネーター、工務店と連携してやる

わけですが、板橋区の場合も北九

州の場合も、行政を挙げてソフト

なかかわり方をしていく。実際、

ＮＰＯが自前でやるときには非常
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に手間暇がかかり、私たちの活動

エリアでは行政的な連携をして展

開していこうという状況がまだな

いですから自前でやっているわけ

です。そういう中で、ソフトのボ

ランティアだけではなかなか続か

ず、どういう形で展開していった

らいいのかという辺りがいま悩み

なのです。いまのところはかなり

ボランティアに近い形でやってい

るわけですが、活動として数多く

展開していくためには一定程度の

動けるお金を生み出さなければい

けないわけです。ほかに同じよう

な活動をしているＮＰＯと少し勉

強をしながら進めているのですが、

実態として、自治体でＮＰＯの活

動があったときにそういう経費は

どのようになっているのか。全体

的なことがよくわからないのです

が、ご存じでしたら教えていただ

きたいのです。 

○半田 北九州市の場合は、建築

士がすこやか住宅の訪問診断に行

ったときには、執務費というもの

を支払います。それと、住宅相談

のときも執務費を支払います。 

○若松 施主さん本人ではなくて、

行政側が払うということですよね。

そういう場合は問題がないわけで

すが、民間同士でやっていくとき

に、改造費に対してはお金が明確

であれば支払われるわけですが、

目に見えない時間について請求し

づらい部分があるのです。実際に

は相談、訪問、診断、改造後のチ

ェックや暮らしがうまくいってい

るかということまで含めると、と

ても手間暇がかかるのだけれども、

それをうまく展開していくのにど

うしたらいいかという辺りが、改

造費以前の話としてとても悩みの

ところです。 

○瀬戸 いまのお話ですが、多分、

行政側として相談に関する経費を

どう払うかとか、終わってからチ

ェックに行ってその人らしい生活

がきちんとされているかという部

分についての報酬といいますか、

行政からの補助は難しいだろうと

思います。私のこれまでの経験で

はそれはなかったということなの

です。それで、今は介護保険の中

で施工される部分であれば保険か

ら給付されます。その場合には、

事前のケアマネジャーを含めた相

談があって、実際に施工があって、

それからチェックがあるというの

は回っていきますが、いまお話の

ようなそれ以外のところへの行政

からの支援は非常に難しい状況だ

と思います。 

○横山 今日の資料（本通信 20

頁）に瀬戸さんの地域における公

民連携モデルがあり、民間企業も

位置づけられていますが、いまの

ご質問に関連するかと思います。

世田谷区の北郷さんから同様のご

質問をいただいています。 

○北郷（アトリエ北郷一級建築士

事務所） 先ほど質問された方と

大体同じような内容です。そちら

の組織の表で見ますと、ＮＰＯが

真ん中にあり、いろいろな方が相

談をする形になっています。それ

で、役所からは支援金みたいなも

のが出るような仕組みの図が書い

てあるものですから、そういう形

で相談料などをＮＰＯのほうに出

していただけることを予想した図

であるのかなと。いまのところは

ケアマネジャーさんにもほとんど

お金も出ず、設計者なり何なりに

丸々回ってくる。そうした場合に

どこからお金が出るのかというと

ころで、相談は実際に工事をする

以前にいちばん大事なことである

と思うのですが、そのお金がどこ

にも考えられていない今の仕組み

はどうなっているのかなと思って

おります。 

 先ほどのお話の中にもありまし

たが、事前申請という形になった

ときに自治体及びＰＴ・ＯＴ、医

療関係、ケアマネジャー、事業者、

そういうものが一体になって訪問

をして良い方法を考えるのが理想

的ではあります。その中で、役所

の方は給料として出てきますが、

ほかの方たちは何回も行く費用が

どこから出てくるのかというとこ

ろも考えられると思います。それ

が２、３社で見積合わせという形

になりますと、そこが 10 万円、

20 万円のお金になった場合には

複雑だなと思っておりますので、

その件につきましてお願いしたい

と思います。 

○半田 介護保険の分については、

介護保険係のほうで直接していま

す。あくまでも私がかかわった分

のすこやか住宅と一緒になった部

分で言えば、先ほど言いましたよ

うに、建築士にはうちから出て、

完了確認や見積が適正であるかと

いうところはすこやか住宅推進協

議会に委託しているものですから、
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そこの職員が行かれるときは委託

料の中からされていると思うので

す。ただ、例えば民民のところで

と言われたときには手が出ないか

なと思います。それと、私たちは

たまたま、区役所の窓口にＰＴ・

ＯＴがいますので、私たちがやる

分については給料の中から出ます

が、確かに、事業者の方が何回も

行く分については、そういう意味

では大変だなといつも思っていま

す。すみません、声が小さくなり

ました。 

○粟津原 ある自治体の話ですが、

病院とか、いろいろな施設で働い

ている PT が集まって住宅改造の

相談に答えていこうという、ボラ

ンティア活動をしているところが

あります。住宅改修相談はボラン

ティア的に行っているのが今の姿

ですよね。それで一生懸命やりな

さいと言ってもどうなのだろうと

は皆が思っていることではないで

しょうか。私たちも思っています。

ＰＴは私たちの所にはいますけれ

ども、常勤でいる所などは極めて

少ないのだと思います。いろいろ

な職種が集まって連携を持って関

わっていくと質の高い住宅改修に

なるというのは様々な報告書に出

ています。そういう意味ではチー

ムの必要性はあるのだと思うので

す。でも、それが報酬の面で充分

な裏付けがなされていない、理想

論的というのが現実です。問題は

重々認識しております。 

○瀬戸 31頁（当日配布資料）（本

通信 19 頁、図５）の図はＮＰＯ

と書いてありますので非常に多様

なＮＰＯが想定されるわけですが、

行政がお金を出すＮＰＯというの

は、それなりの仕事を行政と一緒

にやるスタンスのＮＰＯなのです。

例えば、市の共同事業を一緒にや

るＮＰＯであれば、北九州市さん

のようにＮＰＯであってもお金が

出るということはあります。市の

政策なり事業と一緒になって協働

するＮＰＯであれば市としてはお

金を出しやすい。ただ一企業と同

じような活動をしているＮＰＯの

場合はなかなか難しいのです。そ

れは、行政の立場として、１つの

ＮＰＯにお金を出すときにほかの

ＮＰＯはどうするのかと、そこが

また公平の視点になります。です

から、ＮＰＯ支援ということでお

金を持って、そのお金をどのＮＰ

Ｏに配分しようかというときには

基準をつくって、その基準を満た

した場合にお金を出すということ

はあり得ますけれども、それはす

べてのＮＰＯに同じようにお金を

出すということにはならない。行

政から補助金なりお金をとる場合

にどう考えるかというと、市がど

ういう事業、今後の政策展開を考

えているかということを把握した

上で、そういった方向性の中で協

働していくということであればで

きないことではないと思います。 
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まとめ 

 

 

 

 

住総研ハウスアダプテ

大原 

 

今回の企画に関して研究委員

会の中では、自治体が最近あまり

元気がないのではないか、という

認識があり、それから前回のハウ

スアダプテーションのコンクール

事例を中心に、どう発展して最終

的にハウスアダプテーションを実

現するかという過程において制度

やシステムが機能していない感じ

があって、大きな枠組みとして何

を提供したらいいかを議論したい

ということがそもそもの発想だっ

たわけです。時期的にも、介護保

険が改定されるので、その辺の議

論、終着地点が見えないかと。 

 しかし、今回の中身はそれぞれ

の取組に即した内容で、いろいろ

と示唆に富む情報が得られたと思

いますが、落としどころは見つか

らなかったというのが今日の結論

だと思うのです。そういう意味で

結論的なまとめにはならないので

すが、気がついた点を二つほど取

り上げて今日のまとめにします。

１つは相談の意味について、もう

１つは地域や地区とかサービスと

か、ハウスアダプテーションのシ

ステムが動く、地理的､空間的な

範囲の捉え方です。 

 

 

■二つの相談の意味 

最初に、相談ということですが、

相談には２種類あるような感じが

します。１つは特に高齢者の相談

で、すぐに何かしてくれという相

談が多いのではないかと思うので

す。つまり、解決策まである程度

見えているような相談です。もう

一方で、将来計画的な長期展望に

立ったような相談もあり得ると思

うのです。 

 すぐ対応しなければいけないと

いうのは、専門技術や資金計画の

話や、手持にある資源を最大限ど

うやって組み合わせて適応してい

くかというものだと思うのです。

このように目標設定に関して、あ

る程度最初から意向が決まってい

る場合があると思います。もう一

方で、計画的な相談に関しては、

別の専門的な手腕が必要になって、

本来訴えられているものに対して、

何か専門家が提案すべきものがあ

ると思うのです。このように２種

類の相談のスタイルがあるのでは

ないかと感じました。 

 これを少し発展して考えてみま

すと、半田さんの話に「出前主義」

という言葉がありました。出てき

た要求をそのまま申請主義的な役

所のように受けとめるだけではな

くて、

ともあ

案的な

う感じ

な対策

る流れ

のよう

立った

必要に

す。き

さにそ

とに対

はなく

る全体

考えて

どうプ

う中で

のだろ

望に立

実現し

 それ

えば病

あって

れども

のかわ

合相談

今の長

いう機

す。こ

だと言

が、住
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自分のほうからこういうこ

るのではないかという、提

対応も必要ではないかとい

ます。介護保険でも予防的

が非常に重視されてきてい

もありますし、これからそ

な予防的、長期的な視野に

対応が相談の内容としても

なってくるだろうと思いま

め細かな相談というのはま

ういうことで、言われたこ

して技術的に提案するので

、そこから付随して出てく

的なケアプランをきちんと

いく、とにかく生活全体を

ランニングしていくかとい

相談というものが本来ある

うなと。それが長期的な展

った相談という形になって

ていくと思います。 

に関連して言いますと、例

院などは最初に総合窓口が

、自分は具合が悪いのだけ

一体何科を受診したらいい

からないとき、そういう総

トリアージがありますが、

期的な展望に立つ相談と

能なのではないかと思いま

れはケアマネジャーの仕事

ってしまえばそれまでです

宅にかかわる話や福祉用具



等の取り合いなどの物理的な環境

を考えていく相談であっても、病

院で言うトリアージナースのよう

に、最初に振り分けていく役割が

必要になってくるのではないかと

いうことです。 

 

■自治体の縦割りと横割り 

 ２点目の、地域や地区の範囲を

どう見るかについては、最初から

分散されている北九州方式と、セ

ンター方式と仮に名付けてこちら

で勝手に位置づけている板橋との

対照で考えられることなのですが、

全区対象に縦割りにするのではな

くて横割りにするというのが、最

初に半田さんからお話があったよ

うに、北九州方式の１つの考え方

だと思います。横割りにするとい

うことは地域別に見ていくことだ

と思うのです。 

 その辺で地域包括支援センター

とのかかわりということが、この

先、議論できればいいと思います。

地域包括支援センターは今の時

点で形として成立しているもので

はないので、これは今後の課題と

いうか、我々に課せられた宿題と

して、これから実例を見続ける中

でその形を模索していく必要があ

るとは思っています。 

 それで、横割りか縦割りかとい

う話ですが、ある一定の地区、広

い地域を対象にすれば縦割り的に

専門性を発揮した集中的なケアサ

ービス、体制が含まれていく。そ

の方法的な形で進んでいるのが板

橋区の「おとセン」だと思うので

す。いくつか違いが出てきて面白

かったのは、例えば質問のお答え

で、板橋区では建築士がチェック

などにかかわらなくても大丈夫と

いうようなお話があったかと思い

ます。つまり、お年寄り保健福祉

センターにいるＰＴは建築士の知

識技術をかなり身につけたレベル

の専門家が育っているのです。専

門的に、集中的にスキルアップを

図って、他の職種までもある程度

取り込んだ人材が育っているのが

センター方式の強みなのではない

かと思います。それによって柔軟

な対応ができていくということだ

と思うのです。 

 一方で、地域密着型と言えばい

いのか、横割り型のサービスのや

り方は地域におけるサービスを供

給するシステムとしては若干弱い

かもしれないけれども、小回りが

利くし、新たなニーズを掬い上げ

ていく上で非常に重要なのではな

いかというふうにお聞きしました。

つまり、こう対比をするとあまり

にも強引なのですが、供給側なの

か要求側なのか。サービスを提供

する側から見れば、供給を主体に

考えていけば、それは専門性を分

割していって集中的にどんどん提

供していくことが最も効率のいい

方法です。 

一方で、ニーズ、特に生活や身

近なところから発生した総合的な

ニーズがある。これは要求側から

出てくるものであって、これに対

しては個々の地域から出てくる。

この要求は非常に総合的で、いろ

いろなものが出てくるわけです。

例えば、認知症の人のケアのため

にはコミュニティができていなけ

ればいけないし、まちづくりとし

て考えていかなければいけないと

いうところまで広がっていくわけ

です。人的な環境と地域環境、そ

ういうようなものも物理的な環境

に加えて必要になってくる。 

 またそういうニーズを気づかせ

てくれるのが横割りの体制なので

はないかと思います。こういう、

地域に分散化していくやり方は新

たな地域ニーズを掬い上げていく

上で重要な役割をしているのでは

ないかと思います。新たなニーズ

というと、先ほど認知症の話もあ

りましたし、自立支援法でこれか

ら仕事が増えていくということで、

障害者の中でも、一見住宅改造な

どにあまり関係ないと思われてい

る知的障害の家庭とか、精神障害

の方とか、これから未発達という

か未解決、未発掘の部分が出てく

るのではないか。そういう面を持

っているのが横割りのシステムな

のだと思います。 

これらはどちらも必要なことだ

と思いますので、どちらがいいと

いうことは簡単には言えない。お

そらく、それぞれの地域が今まで

持っていたそれぞれの資源を最大

限活用する上でどういう方向なの

か、あるいはその中間をいくのか

というところを模索していくしか

ないと思います。 

 最後に語呂合わせ的に２つを比

較して考えると、地域密着型、横

割り型の対応の仕方はみんなで協

力をしていかないと成り立たない

という世界だと思うのです。ある
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１人の、ある１つの専門職がいく

ら頑張ってもそれだけでは動いて

いかない。そういう意味では、力

を３つ合わせる協力の「協」が重

要なのだろうと思うのです。一方

で、板橋区などでやられているセ

ンター方式は専門性がどんどん深

まっていく。つまり、それぞれの

専門職がどんどん力を持っていく

という意味で強力の「強」という

ことができるのではないでしょう

か。 

今日はそのスッキリした結論が

出なかったので、まとめとしては

歯切れの悪いものになってしまい

ましたけれども、同時に、宿題も

いただきましたし、世の中の大き

く動いているこの流れにこれから

さらに注目していかなければいけ

ないという必要性を感じましたし、

そういう意味では大変収穫の多い

研究会だったと思いました。 

 

 

『自治体と建築関係団体との協働』とし

て予定しておりました鈴木進氏（千葉県）

のコメントは、鈴木氏に急遽予定が入っ

たため、中止いたしました。 
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